
▼
浄
化
槽
法
第
11
条
検
査

　
（
毎
年
１
回
実
施
）

　
す
べ
て
の
浄
化
槽
が
対
象
で
、
保
守

点
検
お
よ
び
清
掃
の
状
況
を
中
心
に
確

認
す
る
検
査
で
す
。

▼
問
合
せ
　
一
般
社
団
法
人
栃
木
県
浄
化
槽

協
会
　
☎
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2
8
‐
6
3
3
‐
1
6
5
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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

　
よ
り
良
い
広
報
紙
を
作
る
た
め
、
広

報
モ
ニ
タ
ー
を
公
募
し
ま
す
。

▼
資　
格
　
町
に
住
所
を
有
す
る
満
20

　
歳
以
上
の
方

▼
募
集
人
数
　
5
人
以
内

▼
選　
考
　
地
区
、
性
別
、
年
齢
構
成

　
等
を
考
慮
の
う
え
、
選
考
し
ま
す
。

▼
委
嘱
期
間
　
委
嘱
の
日
〜
令
和
9
年

　
3
月
31
日

▼
職　
務
　
町
民
の
身
近
な
活
動
や
情

　
報
を
提
供
し
、
広
報
紙
に
対
す
る
意

　
見
や
提
案
を
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法
　
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
企
画
政
策
課
窓
口
ま
た

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

▼
募
集
期
間
　
3
月
13
日
㈮
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
　
企
画
政
策
課

　
広
報
広
聴
係
　
☎
72
‐
6
9
3
5

　　
事
業
活
動
で
排
出
さ
れ
る
び
ん
類
は
、

原
則「
産
業
廃
棄
物
」に
分
類
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
「
事
業
系
一
般
廃
棄
物
」

と
し
、
町
の
責
任
で
ク
リ
ー
ン
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
那
須
で
受
け
入
れ
を
し
て
い
ま

し
た
。

　
4
月
以
降
は
、
こ
の
「
み
な
し
処
理
」

を
行
わ
な
い
た
め
、
事
業
者
の
責
任
で

産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
は
、
法
律
に
基

づ
い
た
適
切
な
処
理
ル
ー
ト
を
利
用
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
業
者
の
皆
さ

ん
の
適
正
処
理
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎
72
‐
6
9
1
6

　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
関
す
る
こ
と

　（
公
社
）
県
産
業
資
源
循
環
協
会
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4
月
1
日
か
ら
、
浄
化
槽
の
法
定
検

査
手
数
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

▼
浄
化
槽
法
第
７
条
検
査

　
（
使
用
開
始
後
に
１
回
実
施
）　

　
新
設
の
浄
化
槽
が
対
象
で
、
設
置
工
事

の
状
況
を
中
心
に
確
認
す
る
検
査
で
す
。

「
広
報
那
須
」の
モ
ニ
タ
ー
を

募
集
し
ま
す

２
月
は
「
猫
の
正
し
い
飼
い

方
推
進
月
間
」
で
す

事
業
活
動
で
排
出
さ
れ
る

び
ん
類
の
適
正
処
理
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

浄
化
槽
法
定
検
査
手
数
料

改
定
の
お
知
ら
せ

　
人
と
猫
が
と
も
に
快
適
な
環
境
で
暮

ら
す
た
め
に
、
猫
の
正
し
い
飼
い
方
、

野
良
猫
と
の
正
し
い
付
き
合
い
方
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

▼
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
　
愛
猫
と

　
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
猫
の
習
性

　
を
理
解
し
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
猫
を

　
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う
。

▼
野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
餌
や
り
は
や

　
め
ま
し
ょ
う
　
無
責
任
な
餌
や
り
は
、

　
周
囲
へ
の
迷
惑
と
な
る
だ
け
で
な
く
、

　
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
む
や
み
に
増

　
や
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
無
責

　
任
な
餌
や
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ

　
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
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環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎
72
‐
6
9
1
6

人　槽 R8.4.1 以降
（新手数料）

R8.3.31まで
（旧手数料）

5～ 50

51 ～ 500

501 ～

11,000 円

18,000 円

34,000 円

9,000 円

15,000 円

32,000 円

5～ 50

51 ～ 500

501 ～

人　槽

4,300 円 3,300 円

R8.4.1 以降
（新手数料）

R8.3.31まで
（旧手数料）

ホームページ


